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益田市 3D 都市モデル整備業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 事業の目的                              

  益田市では、DX推進による社会変化に対応した持続可能なまちの実現のため、

様々な取組みを行っている。 

  この度、国土交通省が推進する「都市空間情報デジタル基盤構築支援事業」

に基づき、市内中心部の３D都市モデルを整備するとともに、都市計画立案の共

有及び効率化を目的にユースケース開発（※特記仕様書第5章ユースケース開発

参照）を行うことで、本市におけるまちづくりDXを推進することを目的とし、

当該事業の業務を委託する事業者を公募することとした。 

 

２ 業務の概要                              

 (1) 業務名 

   益田市3D都市モデル整備業務委託 

 

 (2) 業務の実施方式 

   事業者は、本実施要領および別紙「特記仕様書」に定めるところにより、

3D 都市モデルデータの整備およびユースケース開発を行う。 

 

 (3) 事業者の公募 

   事業者の選定方法は、公募型プロポーザル方式とする。 

   本件公募に参加しようとする事業者（以下「応募者」という。）は、前(2)

に定める事業の実施に関して提案を行うものとし、市は、当該提案を審査し、

事業者の選定を行う。 

   市は、審査の結果選定した応募者と、業務の実施に係る委託契約を締結す

る。 

 

 (4) 事務局 

益田市建設部都市整備課計画開発係 

   所在地：益田市常盤町１番１号 

   電 話：０８５６－３１－０２９１（直通） 

   ＦＡＸ：０８５６－３１－１４８０ 

   E-mail：toshi@city.masuda.lg.jp 

 

 

３ 公募スケジュール                           

公募要領公表 令和６年４月22日（月） 

質問の受付期限 令和６年４月26日（金） 

質問の回答期限 令和６年５月７日（月） 

公募参加申請書提出期限 令和６年５月10日（金） 

mailto:toshi@city.masuda.lg.jp
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参加資格確認結果通知 令和６年５月13日（月） 

企画提案書提出期限 令和６年５月24日（金） 

企画提案書審査（プレゼンテーション） 令和６年５月27日（月）予定 

選定結果通知書送付 令和６年６月上旬予定 

※スケジュールについては、都合により変更となる場合がある。 

 

４ 公募要件                               

  本件公募の要件は、次の(1)から(4)までに定めるものとする。 

 (1) 公募資格 

  本件公募に参加できる事業者は、次のアからケまでに掲げる要件を全て満た

すものとする。 

  ア 令和元年度から公告日までに完了した以下の業務実績を有すること。 

・地方公共団体における拡張製品仕様書に基づく3D都市モデル作成業務 

  イ 島根県内に本店、支店、営業所を有しており、その事業所が益田市の入

札参加資格者名簿について、「測量」の登録があること。ただし、公募の

参加申請と同時に登録手続を行うことも可とする。 

  ウ 以下の技術者を配置できること。この場合において、管理技術者が照査

技術者を兼ねることはできないものとする。なお、提出する配置予定技術

者は管理技術者、照査技術者とも１名とし複数の人数を配置予定技術者と

することはできないものとする。また、特別な理由がない限り配置技術者

を変更することはできない。 

①管理技術者：以下のいずれかの資格を有する技術者を配置できること。 

・空間情報総括監理技術者 

・地理情報標準認定資格（上級） 

・測量士 

②照査技術者：以下のいずれかの資格を有する技術者を配置できること。 

・空間情報総括監理技術者 

・地理情報標準認定資格（上級） 

  エ 法人及びその役員又は設置事業の構成者等が暴力団又は暴力団関係者（又

はこれらであったもの）でないこと。 

  オ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の

規定に該当しないこと。 

  カ 国税及び地方税を滞納していないこと。 

  キ 過去６月以内に不渡り手形又は不渡り小切手を出していないこと。 

  ク 破産法（平成１６法律第７５号）第１８条又は第１９条の規定による破

産手続、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条に基づく更生

手続又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による

再生手続の開始の申立てがなされていないこと。 

  ケ 本市から指名停止措置又は入札参加停止措置を受けていないこと。 
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(2) 事業期間 

   本事業の実施期間は、契約締結日の翌日から令和７年３月２８日（金）ま

でとする。 

 

 (3) 提案の内容 

   国土交通省が推進する「都市空間情報デジタル基盤構築支援事業」に基づ

き、市内中心部の３D都市モデル整備、都市計画立案の共有及び効率化を目

的としてユースケース開発を行う。 

 

 (4) 提案上限額（消費税及び地方消費税を含む） 

   １０，０５０，０００円 

 

５ 公募の参加申請                            

  応募者は、次の(1)から(3)までに定めるところにより参加申請を行うものと

する。 

 ※プロポーザル募集に関する実施要項等の資料は益田市公式ウェブサイトから

ダウンロードすること。（https://www.city.masuda.lg.jp/） 

 (1) 申請期間 

   令和６年４月 22 日（月）から令和６年５月 10 日（金）12：00 まで。（日

曜日、土曜日及び祝日を除く。） 

 

 (2) 提出書類 

   別表第１に従い、参加申請に必要な以下の資料を提出すること。 

①提出書類： 

・様式第１号（公募参加申請書） 

・様式第２号（事業者の概要）及び添付資料 

・様式第３号（誓約書） 

・法人登記簿謄本 

・国税及び地方税に滞納がないことの証明書 

②提出部数：１部 

 

 (3) 提出方法 

   ２の(4)に定める事務局宛に、持参又は郵送（郵送の場合は、書留郵便その

他発送の事実を証することができる方法で提出期限までに必着のこと。）に

より提出すること。 

 

 (4) 参加資格確認結果の通知 

   (2)の提出書類により、市職員５名で構成する益田市 3D 都市モデル整備業

務委託事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）において、４の(1)

に定めるところにより参加資格の有無を確認し、結果を令和６年５月 13 日

（月）に、参加資格確認結果通知書（様式第４号）により電子メールで通知

https://www.city.masuda.lg.jp/
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する。 

 

６ 質問及び回答                             

  本件公募に関し質問がある場合の対応は、次の(1)及び(2)に定めるものとす

る。 

 (1) 質問書 

  ア 受付期間 

    令和６年４月22日（月）から令和６年４月26日（金）までの午前９時か

ら午後５時まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く。） 

  イ 質問方法 

    質問書（様式第５号）によるものとし、電子メールで受け付ける。 

  ウ 質問書電子メール送信先 

    ２の(4)の事務局宛に送信すること。 

 

 (2) 回答方法 

   全ての応募者に対し、質問の内容及び回答を電子メールで回答する。 

 

７ 企画提案書の提出                           

  ５の(4)に定めるところにより参加資格の確認を受けた応募者は、次の(1)か

ら(4)までに定めるところにより企画提案書を提出するものとする。 

 (1) 提出期限 

   令和６年５月 24 日（金）17：00 

 

 (2) 提出書類 

   別表第２に従い、必要な以下の資料を提出すること。 

①提出書類： 

・様式第６号（企画提案書表紙） 

・企画提案書（Ａ４版 両面 目次を除き１２ページ以内） 

・様式第７号（企業実績）及び添付資料 

・様式第８号（技術者経歴）及び添付資料 

・見積書（任意様式） 

②提出部数：提出資料を取りまとめ、正１部・副５部（企画提案書のみ）、

提出すること。 

 

 (3) 提出方法 

   ２の(4)に定める事務局宛に、持参又は郵送（郵送の場合は、書留郵便その

他発送の事実を証することができる方法で提出期限までに必着のこと。）で

提出すること。 

 

 (4) その他 

   ２以上の企画提案書を提出した応募者は、失格とする。 
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８ 事業者の選定                             

  事業者の選定は、次の(1)から(2)までに定めるところにより行う。 

 (1) 企画提案書審査 

  ア 開催予定期日 

    令和６年５月２７日（月）予定 

  イ 開催場所 

    益田市役所本館３階 第１会議室 

  ウ 審査内容 

    提出された企画提案書に基づき、別表第３の評価項目・配点表のうち、

業務遂行能力について選定委員会で審査する。 

  エ 出席者 

    出席者は、本事業の公募に関する管理技術者を含む３名以下とする。 

  オ プレゼンテーションの方法 

    プレゼンテーション時間については、１者当たり３０分以内とし、別途、

質疑応答１０分以内を設ける。 

    なお、プロジェクタ、スクリーン及び電源は本市で準備するが、その他

のＯＡ器具等を利用する場合は、応募者側で準備（当該準備に要する時間

は、プレゼンテーションの時間に含めない。）すること。 

  カ 評価項目及び配点 

    別表第３のとおりとする。 

  キ その他 

    正式な開催日時、場所等については、参加資格確認結果通知時に別途通

知する。 

 

 (2) 事業者の決定 

  ア 選定委員会において、各委員が別表第３の評価項目・配点表により評価

した得点を合算し、総得点の最も高い応募者を第１位の候補者として選定

し、契約締結に向けた交渉を行うものとする。なお、同点の場合は、くじ

とする。 

  イ 第１位の候補者が、失格に該当することが認められた場合、又は市との

契約交渉が不調となった場合は、次点の候補者と交渉を行うものとし、以

下この例による。 

  ウ 選定委員会において、本事業を実施する目的に鑑み、内容が市の求める

最低水準に達する提案がないと判断された場合においては、本公募を打ち

切るものとする。 

 

９ 選定結果の通知                            

  選定結果は、令和６年６月上旬（予定）に、全ての対象者に対し電子メール

で通知する。（別途、書面による通知を郵送する。） 

  なお、審査の経過に関する質問及び結果に対する異議の申立ては、受け付け

ないものとする。 



6 

 

 

１０ 契約締結                              

  ８により選定された事業者（以下「選定事業者」という。）の当該選定後の

手続は、次の(1)及び(2)に定めるものとする。 

 (1) 契約前協議 

   市は、当該選定事業者との協議が整わないとき、又は選定事業者から選定

の辞退の届出があったときは、当該選定を取り消すとともに、次順位の候補

者を事業者に選定し、契約締結に係る協議を行うものとし、以下この例によ

る。この場合において、選定の取消しにより選定事業者に生じた損失に関し、

市は一切の責任を負わないものとする。 

 

 (2) 契約締結 

   市は、前号の協議が整った場合は、当該選定事業者と本業務の委託に係る

契約を締結するものとする。 

 

１１ その他留意事項                           

  前１０に定めるもののほか、公募への参加に当たっては、次の(1)から(7)ま

でに掲げる事項に留意すること。 

 (1) 都合により本事業を辞退する場合は、事業者選定辞退届（様式第９号）を

提出すること。 

 (2) 市は、郵便及び電子メール等に関する通信事故については、一切責任を負

わないものとする。 

 (3) 提案に係る書類作成に伴う費用（証明書類の取得に係るものを含む。）は、

応募者が負担すること。 

 (4) 提出された提案書その他書類は返却しない。ただし、これらの著作権は応

募者に帰属するものとする。 

 (5) 企画提案書その他の提出書類について虚偽の記載をした者は、提案の内容

によらず、失格となることがある。 

 (6) ４の(1)のイただし書に定めるところにより、公募の参加申請と同時に入札

参加資格者名簿への登録を申請した応募者が選定事業者となった場合におい

て、選定後に当該登録がされないこととなったときは、当該選定を取り消す

とともに、契約が締結済みであるときは、これを解除する。 

 

１２ 問い合わせ先                            

  ２の(4)に定める事務局 
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別表第１ 

 公募参加資格確認申請書類 

No. 提出書類 様式 備考 

１ 公募参加申請書 様式第１号 事業者住所、名称、代表者職氏

名を記載し、押印すること。 

２ 事業者の概要 様式第２号 (1)本社および事業所について

必要事項を記載すること。 

（公募参加と同時に入札参加

資格者名簿の登録申請をす

る場合は、当該申請書類の写

しを添付すること。） 

(2)企業における業務実績を 1

件記載すること。 

(3)管理技術者および照査技術

者の氏名及び保有資格につい

て記載すること。（実施要領

４ 公募要件ウに記載の資格

についていずれか 1つ記載す

ること。 

※資格証明書の写しを添付 

３ 誓約書 様式第３号 事業者住所、名称、代表者職氏

名を記載し、押印すること。 
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別表第２ 

 企画提案書 

No. 提出書類 様式 備考 部数 

１ 企画提案書 

（表紙） 

様式第６号 正には事業者住所、名称、代表

者職氏名を記載し、押印するこ

と。 

正 1 部 

 

２ 提案詳細資料 任意様式 提案について記載すること。 

(1)提案は A4 サイズ両面カラー

にて表紙・目次を除き 12 ペー

ジ以内とすること。 

(2)提案には事業者が特定される

ような記載（企業名やロゴマ

ークの記載）をしてはならな

い。 

(2)提案内容については以下の項

目について記載すること。 

①本業務への理解度 

②業務フロー及びスケジュール 

③実施体制 

④実施手法（3D 都市モデル作成、

ユースケース開発） 

正 1 部 

副 5 部 

３ 企業実績 様式第７号 企業における業務実績について

概要を記載すること。 

正１部 

４ 技術者経歴 様式第８号 管理技術者、照査技術者、担当

技術者について保有資格、業務

実績等についてそれぞれ記載す

ること。（※業務実績が確認で

きる資料をそれぞれ添付するこ

と） 

なお、担当技術者については 3D

都市モデル作成、ユースケース

開発それぞれ 1 名記載すること。 

正１部 

５ 見積書 任意様式 表紙を付けて提出すること。 正１部 
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別表第３ 

 評価項目・配点表 

項目 主な審査基準 配点 

事業者の経験及び能

力 

・企業としての実績を確認し、豊富な

知識や確実な業務遂行力をもって、

本業務を企業自らが牽引していける

かを評価 

６ 

予定技術者の経験及

び能力 

・管理技術者、照査技術者、担当技術

者それぞれの実績による確実な業務

遂行力をもって自らが牽引できるか

を評価 

２４ 

業務への理解度につ

いて 

・本業務に対する目的を十分に理解し

た上での提案となっているか 

１０ 

業務フロー及びスケ

ジュールについて 

・業務フロー及びスケジュールが現実

的かつ具体的であるか 

・職員の負担軽減に配慮された業務フ

ロー及びスケジュール設定となって

いるか 

５ 

実施体制について ・本業務を実施するにあたって適切な

体制であるか 

５ 

業務手法について ・3D 都市モデル作成およびユースケー

ス開発作業において仕様書に基づき

本市の目的、条件と合致し具体的な

作業内容について提案がされている

か 

・本市の現状を踏まえ具体的な作業内

容が提案されているか 

・仕様書以外に本市にとって有益と想

定される作業が提案されているか 

５０ 

委託金額について ・上限価格以内の提案となっているか 

・提案内容と委託金額に著しい乖離が

ないか 

数値化しない 

合 計 １００ 

 


